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は
じ
め
に

　

前
田
育
徳
会
尊
経
閣
文
庫
所
蔵
の
前
田
本『
日
本
帝
皇
系
図
』（
ま
た
は『
帝

皇
系
図
』）
は
、
本
編
の
皇
統
（
天
皇
・
皇
族
）
系
図
、
お
よ
び
、
諸
氏
系

図
を
中
心
と
す
る
附
載
諸
史
料
か
ら
成
り
、
国
史
大
系
本
『
尊
卑
分
脈
』
の

校
訂
に
参
照
さ
れ*1

、
武
士
の
系
譜
に
関
す
る
諸
研
究
に
お
い
て
し
ば
し
ば
使

用
さ
れ
、
ま
た
、
和
田
英
松
『
本
朝
書
籍
目
録
考
証
』
に
お
い
て
も
言
及
が

あ
り*2

、
研
究
者
に
は
周
知
の
存
在
で
あ
る
。

　

本
史
料
は
、
宮
内
庁
書
陵
部
に
も
、
明
治
期
の
謄
写
本
が
所
蔵
さ
れ
て
お

り
（
函
号 

271 

57
）、
比
較
的
容
易
に
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
本
史
料
の
記
載
内
容
と
そ
の
史
料
的
価
値
は
、
現

在
に
至
る
ま
で
、
十
分
に
は
知
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

私
は
、
傍
流
の
皇
胤
の
系
譜
を
検
討
す
る
過
程
に
お
い
て
、
こ
の
前
田
本

『
日
本
帝
皇
系
図
』
の
中
に
、
史
料
価
値
が
高
い
独
自
の
系
譜
情
報
が
含
ま

れ
て
い
る
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
。
す
な
わ
ち
、
附
載
「
伯
」
系
図
に
、

清
仁
親
王
の
子
と
し
て
延
清［
王
］が
記
載
さ
れ
て
お
り*3

、
ま
た
、
神
祇
伯
顕

広
王
は
清
仁
親
王
の
子 

康
資
王
の
子
と
さ
れ
、
三
世
王
と
位
置
づ
け
ら
れ

て
い
る*4

。
こ
れ
ら
は
、
花
山
王
氏
（
花
山
源
氏
）
に
関
す
る
独
自
の
系
譜
情

報
と
し
て
史
料
的
価
値
が
高
い
。
本
史
料
に
は
、
そ
れ
以
外
に
も
、
興
味
深

い
系
譜
情
報
が
少
な
か
ら
ず
含
ま
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
前
田
本
『
日
本
帝
皇
系
図
』
本
編
に
は
、
後
二
条
院
の
子 

邦
省

親
王
［
花
町
殿
］
が
天
皇
家
の
嫡
流
で
あ
る
か
の
よ
う
に
系
線
が
引
か
れ
て

お
り
、
そ
の
作
成
に
至
る
ま
で
の
或
る
編
纂
段
階
に
お
い
て
花
町
宮
家
が
関

与
し
て
い
た
可
能
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る*5

。

　

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
存
在
は
知
ら
れ
て
い
な
が
ら
も
記
載
内
容
は
十
分

に
知
ら
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
、
前
田
本
『
日
本
帝
皇
系
図
』
に
お
け
る
、

注
目
に
値
す
べ
き
系
譜
情
報
を
取
り
上
げ
て
紹
介
す
る
。
そ
し
て
、
本
系
図

が
中
世
皇
統
系
図
の
編
纂
に
与
え
た
影
響
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。

一　

前
田
本
『
日
本
帝
皇
系
図
』
の
内
容
構
成
と
編
纂
年
代

　

前
田
育
徳
会
尊
経
閣
文
庫
に
所
蔵
さ
れ
る
前
田
本
『
日
本
帝
皇
系
図
』
は
、

折
本
（
帖
装
本
）
一
帖
（
縦
18
㎝
８
㎜
、
横
11
㎝
０
㎜
、
厚
さ
２
㎝
５
㎜
）。

表
紙
を
除
き
表
裏
一
三
六
丁
（
面
）。「
付
属
」
と
し
て
附
貼
別
紙
が
三
枚
あ

る
が
、
そ
れ
ら
は
、
糊
が
劣
化
し
て
剥
離
し
た
も
の
で
あ
り
、
本
来
貼
付
さ

前
田
本
『
日
本
帝
皇
系
図
』
に
つ
い
て

赤
　
坂
　
恒
　
明
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れ
て
い
た
箇
所
は
宮
内
庁
書
陵
部
の
謄
写
本
か
ら
確
認
で
き
る
も
の
も
あ
る
。

　

前
田
本
『
日
本
帝
皇
系
図
』
は
、
原
本
で
な
く
、
転
写
本
で
あ
る
。
例
え

ば
、
表
第
三
五
丁
と
そ
の
裏
側
に
あ
た
る
裏
第
一
〇
二
丁
に
、
そ
れ
ぞ
れ
原

本
の
欠
損
部
分
が
明
示
さ
れ
て
お
り
、
表
第
一
三
五
丁
に
も
破
損
を
写
し
た

箇
所
が
あ
る
。
し
か
し
、
本
史
料
の
原
本
の
存
在
は
、
現
在
に
至
る
ま
で
、

知
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
本
写
本
に
は
、
丁
の
表
面
と
裏
面
と
が
対

応
し
て
い
る
部
分
が
二
箇
所
あ
り
、
こ
れ
は
原
本
の
形
態
を
そ
の
ま
ま
転
写

し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
、
原
本
も
、
紙
の
表
と
裏
に
そ
れ
ぞ
れ
記
載

が
あ
る
折
本
ま
た
は
巻
子
本
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。

　

本
写
本
の
外
題
は
、

　
　

帝
皇
系
圖　
　

女
院
次
第

　
　

藤
氏
系
圖　
　

平
氏
系
圖

　
　

源
氏
系
圖

と
、
題
簽
に
で
な
く
表
紙
の
地
に
、
直
接
、
書
か
れ
て
い
る
。
な
お
、
本
写

本
に
は
、
後
述
の
よ
う
に
、
外
題
に
記
さ
れ
た
以
外
の
内
容
の
史
料
も
含
ま

れ
て
い
る
。

　

内
題
は
な
い
。
表
第
三
丁
に
、

　
　

日
本
帝
皇
系
圖

　
　
　

天
神
七
代

と
内
題
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
一
帖
す
べ
て
に
対
す
る
題
名

で
は
な
い
。

　

本
写
本
の
表
題
に
つ
い
て
は
、『
尊
経
閣
文
庫
国
書
分
類
目
録
』
に
、

　
　

帝
皇
系
圖　

五
／
九
／
書

と
挙
げ
ら
れ
て
お
り*6

、
こ
の
「
帝
皇
系
圖
」
と
い
う
書
名
は
、
外
題
に
基
づ

い
た
も
の
で
あ
る
。

　

本
写
本
の
謄
写
本
で
あ
る
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
本
は
、
表
第
三
丁
に
基
づ
い

て
『
日
本
帝
皇
系
図
』
を
表
題
と
し
、「
帝
王
系
図
其
他
七
種
」
と
内
容
を
要

約
す
る
。

　
『
国
書
総
目
録
』
に
は
、『
帝
皇
系
図
』
と
い
う
表
題
の
文
献
が
六
点
、
挙

げ
ら
れ
て
お
り
、
前
田
本
『
帝
皇
系
図
』
に
つ
い
て
は
、

　
　

尊
経
（
神
代
―
後
光
厳
天
皇
、室
町
末
期
写
、女
院
次
第
・
臣
下
起
始
・

諸
氏
系
図
を
付
す
）

と
記
さ
れ
る*7

。

　

こ
の
前
田
本
『
日
本
帝
皇
系
図
』
の
内
容
構
成
は
、
表
の
と
お
り
で
あ
る
。

　

附
載
史
料
の
「
女
院
次
第
」・「
臣
下
起
始
」
以
外
は
、す
べ
て
系
図
で
あ
る
。

　

本
写
本
に
収
め
ら
れ
る
系
図
で
は
、
本
流
の
系
線
は
朱
引
き
、
傍
系
は
墨

引
き
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
本
編
の
皇
統
系
図
で
は
、
天
皇
に
至
る
系
線
が
朱

引
き
で
あ
る
。
な
お
、
室
町
将
軍
と
関
東
公
方
の
系
線
は
墨
引
き
に
朱
引
き

を
重
ね
て
あ
る*8

。
ち
な
み
に
、
高
望
流
の
「
平
家
」
系
図
の
系
線
は
、
清
盛

も
北
条
氏
も
、
す
べ
て
墨
引
き
で
あ
る
。

　

ま
た
、
人
名
は
、
俗
人
は
墨
書
、
僧
は
朱
書
で
あ
る
。
た
だ
し
、
皇
太
子

は
墨
書
さ
れ
た
人
名
の
最
初
の
一
字
に
朱
書
を
重
ね
書
き
し
て
い
る
。
な
お
、

大
友
皇
子
と
道
祖
王
に
つ
い
て
は
墨
書
の
み
で
あ
る
が
、
本
史
料
に
お
い
て

皇
太
子
と
は
認
識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
、
単
に
書
写
の
際

に
朱
書
を
入
れ
忘
れ
た
だ
け
で
あ
る
の
か
、
判
断
し
難
い
。

　

本
編
の
皇
統
系
図
に
は
「
天
皇
」・「
院
」
は
書
か
れ
ず
、「
後
高
倉
」・「
後

醍
醐
」
等
と
あ
る
の
み
で
あ
る
。
袖
書
は
墨
書
さ
れ
、
フ
リ
ガ
ナ
（
片
仮
名
。

但
し
、
必
ず
し
も
正
し
い
訓
み
と
は
限
ら
な
い
）、
天
皇
の
代
数
、
女
院
号
、

子
孫
か
ら
派
生
し
た
氏
の
名
は
、
朱
書
さ
れ
る
。
な
お
、
附
載
の
「
女
院
次

第
」
に
は
、「
門
院
」
は
書
か
れ
ず
、「
新
待
賢
」・「
陽
禄
」
等
と
の
み
記
さ
れ
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る
。
ち
な
み
に
、
こ
の
「
女
院
次
第
」
に
は
、
南
朝
の
新
待
賢
門
院
が
列
せ

ら
れ
、
北
朝
年
号
で
「
延
文
四
四
廿
九
崩
」
と
記
さ
れ
て
い
る
の
が
興
味
深

い
。

　

さ
て
、
こ
の
前
田
本
『
日
本
帝
皇
系
図
』
写
本
の
作
成
年
代
に
つ
い
て
は
、

前
述
の
よ
う
に
、『
国
書
総
目
録
』
に
「
室
町
末
期
写
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
、

本
系
図
に
記
載
さ
れ
た
人
名
の
年
代
の
下
限
が
、
ほ
ぼ
十
六
世
紀
初
期
で
あ

る*9

こ
と
と
も
矛
盾
し
な
い
。
し
か
し
、
十
六
世
紀
頃
の
人
名
は
、
い
ず
れ
も

追
加
・
増
補
さ
れ
た
系
譜
情
報
で
あ
り
、
本
史
料
の
原
本
の
編
纂
年
代
で
は

な
い
。

　

前
田
本
『
日
本
帝
皇
系
図
』
の
原
本
の
編
纂
年
代
は
、
南
北
朝
期
に
ま
で

遡
る
。

　

和
田
英
松
『
本
朝
書
籍
目
録
考
証
』
三
二
八
頁
に
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ

て
い
る
。

　
　

日
本
帝
皇
系
図
と
題
し
て
、
こ
れ
も
、
前
田
侯
爵
家
の
所
蔵
な
り
。
始

に
天
神
七
代
、
地
神
五
代
を
載
せ
て
、
神
武
天
皇
以
来
、
御
歴
代
及
び

皇
子
皇
女
を
掲
げ
た
り
。･････ 

後
村
上
天
皇
を
義
良
親
王
と
し
、
崇

光
天
皇
を
院
と
し
た
る
に
よ
れ
ば
、
南
北
朝
の
時
に
な
り
た
る
も
の
ゝ

如
し
と
雖
ど
も
、
鎌
倉
末
期
の
も
の
を
追
記
し
た
る
も
の
な
ら
ん
か
。

　

ま
た
、
同
三
三
二
頁
に
は
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　

前
田
侯
爵
家
所
蔵
に
、
日
本
帝
皇
系
図
、
及
び
藤
氏
、
平
氏
、
源
氏
、

高
家
の
系
図
等
を
一
部
と
し
た
る
古
写
本
あ
り
。
そ
の
内
容
に
よ
る
に
、

南
北
朝
の
末
期
頃
の
も
の
な
り
。
或
は
鎌
倉
時
代
の
も
の
を
、
後
人
の

追
記
し
た
る
も
の
か
明
な
ら
ず
。

　

そ
こ
で
、
前
田
本
『
日
本
帝
皇
系
図
』
本
編
を
見
る
と
、
光
明
院
は
「
光

明
院
」
─
─ 

本
系
図
で
は
天
皇
に
「
院
」
は
付
い
て
い
な
い
が
、
光
明
院

表
第
三
～
五
三
丁　
「
日
本
帝
皇
系
図
」

　
　

表
第
五
丁
「
天
神
七
代
」

　
　

表
第
七
丁
「
地
神
五
代
」

　
　

表
第
九
～
五
三
丁　

天
皇
・
皇
族

表
第
五
四
～
八
八
丁　
「
女
院
次
第
」

表
第
八
八
～
九
五
丁　
「
臣
下
起
始
」

表
第
九
六
～
一
二
三
丁　
「
藤
氏
系
図
」（
摂
関
家
等
）

表
第
一
二
四
～
一
二
九
丁　
「
高
家
」

表
第
一
三
〇
～
一
三
五
丁
、
裏
第
二
～
二
七
丁　
「
平
家
」

　

表
第
一
三
〇
～
一
三
五
丁　

高
棟
流

　

裏
第
二
～
二
七
丁　

高
望
流

　

裏
第
二
七
丁　
「
正
済
」
裔

裏
第
二
七
～
九
四
丁　
「
源
氏
」

　

裏
第
二
七
～
三
四
丁　

清
和
源
氏
（
頼
信
裔
～
頼
朝
一
門
）

　

裏
第
三
五
～
四
八
丁　

足
利
一
門

　

裏
第
四
九
～
五
四
丁　

新
田
一
門

　

裏
第
五
四
～
五
六
丁　
「
満
正
」
裔

　

裏
第
五
六
～
五
九
丁　
「
義
光
」
裔

　

裏
第
五
九
～
六
九
丁　

宇
多
源
氏

　
　

裏
第
五
九
～
六
二
丁　

堂
上

　
　

裏
第
六
二
～
六
五
、六
六
～
六
九
丁　

佐
々
木
一
門

　

裏
第
六
九
～
七
一
丁　

醍
醐
源
氏

　
　

裏
第
六
九
～
七
〇
丁　
「
盛
明
親
王
」
裔

　
　

裏
第
七
〇
～
七
一
丁　
「
高
明
」
裔

　

裏
第
七
二
～
八
九
丁　

村
上
源
氏

　

裏
第
八
九
～
九
一
丁　
「
伯
」

　

裏
第
九
一
～
九
三
丁　
「
源
頼
光
孫
頼
国
男
／
師
光
」
裔

　

裏
第
九
三
～
九
四
丁　

三
条
源
氏
「
基
平
」
裔

裏
第
九
四
～
一
三
五
丁　
（
藤
原
氏
諸
流
）

　

裏
第
九
四
～
一
〇
八
丁　

南
家
「
巨
勢
麿
」
裔

　

裏
第
一
〇
八
～
一
一
四
丁　

式
家
「
宇
合
」
裔

　

裏
第
一
一
四
～
一
一
六
丁　
「
京
家
」

　

裏
第
一
一
六
～
一
二
七
丁　
「
魚
名
」
裔

　

裏
第
一
二
七
～
一
二
九
丁　
「
藤
成
」
裔

　

裏
第
一
二
九
～
一
三
五
丁　
「
日
野
」

表　

前
田
本
『
日
本
帝
皇
系
図
』
の
内
容
構
成
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の
み
例
外
的
に
「
院
」
が
付
い
て
い
る 

─
─ 

と
、
崇
光
院
は
「
院
」
と
、

後
光
厳
院
は
「
後
光
厳
」
と
、
そ
れ
ぞ
れ
表
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
表
第

四
七
丁
の
「
後
光
厳
」
の
先
に
朱
引
き
の
系
線
が
、
裏
面
の
裏
第
八
九
丁
に

伸
び
て
お
り*10

、「
當
今　

緒
仁
」（
後
円
融
院
）
と
「
當
今
」（
後
小
松
院
）
の

二
代
が
記
さ
れ
て
い
る
。
後
小
松
院
の
「
當
今
」
が
加
筆
で
あ
る
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
る
。「
當
今
」
で
あ
る
後
円
融
院
の
在
位
期
は
、
応
安
四
年

（
一
三
七
一
）
三
月
二
十
三
日
か
ら
永
徳
二
年
（
一
三
八
二
）
四
月
二
十
二

日
ま
で
で
あ
る
。
な
お
、
光
明
院
は
、
康
暦
二
年
（
一
三
八
〇
）
六
月

二
十
四
日
に
崩
御
し
た
が
、
生
前
よ
り
「
光
明
院
」
と
称
さ
れ
て
い
た
。
光

明
院
に
の
み
例
外
的
に
「
院
」
が
付
け
ら
れ
て
い
る
の
は
、
そ
の
た
め
で
あ

ろ
う
。

　

こ
こ
か
ら
、
前
田
本
『
日
本
帝
皇
系
図
』
本
編
の
編
纂
年
代
は
、
後
円
融

院
の
在
位
期
で
あ
り
、
そ
の
後
、
後
小
松
院
在
位
期
ま
で
に
増
補
が
行
わ
れ

た
、
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
知
れ
な
い
。

　

し
か
し
、
後
円
融
院
の
「
當
今
」
が
裏
面
に
書
か
れ
て
い
る
の
は
、
そ
れ

が
加
筆
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
ま
た
、「
後
光
厳
」
の

袖
書
に
お
け
る
年
代
の
下
限
は
、「
同
【
文
和
三
年
】
十
一
十
六
大
嘗
會
」
で

あ
り
、
譲
位
の
年
月
日
が
記
さ
れ
て
い
な
い*11

。
お
そ
ら
く
、
前
田
本
『
日
本

帝
皇
系
図
』
の
原
本
で
は
、「
後
光
厳
」
の
文
字
は
、
後
光
厳
院
の
崩
御

（
一
三
七
四
）
後
に
「
當
今
」
を
抹
消
、ま
た
は
、「
當
今
」
に
上
書
さ
れ
た
「
新

院
」
を
抹
消
し
て
、
新
た
に
書
き
加
え
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

従
っ
て
、
前
田
本
『
日
本
帝
皇
系
図
』
本
編
の
原
本
の
編
纂
年
代
は
、
後

光
厳
院
の
大
嘗
会
以
降
、
譲
位
ま
で
の
期
間
（
一
三
五
四
～
一
三
七
一
）
と

推
定
さ
れ
る
。

　

そ
し
て
、
前
田
本
『
日
本
帝
皇
系
図
』
本
編
は
、
後
小
松
院
を
「
當
今
」

と
表
記
し
た
追
筆
が
あ
る
の
で
、
編
纂
後
も
更
に
、
後
小
松
院
の
在
位
期
間

で
あ
る
永
徳
二
年
（
一
三
八
二
）
四
月
二
十
二
日
か
ら
応
永
十
九
年

（
一
四
一
二
）
八
月
二
十
九
日
ま
で
の
間
に
加
筆
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
知
ら

れ
る
。
し
か
し
、
応
永
五
年
（
一
三
九
八
）
正
月
十
三
日
に
崩
御
し
た
崇
光

院
に
は
「
院
」
と
あ
る
の
み
で
追
号
が
記
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
そ
の
加
筆

は
後
小
松
院
在
位
期
の
崇
光
院
崩
御
以
前
（
一
三
八
二
～
一
三
九
八
）
の
期

間
に
お
い
て
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

従
っ
て
、
前
田
本
『
日
本
帝
皇
系
図
』
は
、
写
本
と
し
て
は
室
町
末
期
の

も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
本
編
の
原
本
は
、『
本
朝
皇
胤
紹
運
録
』
に
先
行
す

る
中
世
皇
統
系
図
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

　

同
様
に
、
附
載
の
諸
氏
系
図
も
、
室
町
後
期
に
増
補
さ
れ
た
こ
と
が
明
白

で
あ
る
部
分
を
除
外
す
れ
ば
、下
限
年
代
は
室
町
初
期
で
あ
り
、『
尊
卑
分
脈
』

に
先
行
す
る
。

　

も
っ
て
、
中
世
皇
統
・
諸
氏
系
図
と
し
て
の
前
田
本
『
日
本
帝
皇
系
図
』

の
重
要
性
を
類
推
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

二　

前
田
本
『
日
本
帝
皇
系
図
』
附
載
「
伯
」
系
図

　

前
田
本
『
日
本
帝
皇
系
図
』
に
は
、
先
述
の
と
お
り
、
他
の
系
図
史
料
に

は
見
ら
れ
な
い
独
自
の
情
報
が
数
多
く
含
ま
れ
て
い
る
。
本
章
で
は
、
そ
の

一
例
と
し
て
、
既
に
先
稿
で
も
部
分
的
に
言
及
し
た
、
附
載
の
「
伯
」
系
図

を
取
り
上
げ
る
。

　

こ
の
「
伯
」
系
図
に
は
、
親
王
一
名
、
王
二
十
三
名
、
王
号
を
帯
び
て
い

な
い
俗
人
十
五
名
、
僧
（
朱
字
）
十
一
名
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
但
し
、
王

号
の
な
い
俗
人
に
は
、「
業
顕
」
の
よ
う
に
王
号
を
称
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら

か
で
あ
る
人
物
も
含
ま
れ
て
い
る
。
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本
「
伯
」
系
図
に
記
載
さ
れ
た
各
人
の
う
ち
、
延
清
、
顕
行
王
、
そ
の
子 

資
教
王
、
僧
三
人 

─
─ 

親
遍
、
源
勝
、
源
深 

─
─ 

は
、『
尊
卑
分
脈
』
や

白
川
家
（
花
山
源
氏
）
の
系
図
類
に
は
見
え
な
い
、
本
系
図
に
お
け
る
独
自

の
系
譜
情
報
で
あ
る
。

　
　

伯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

従
四
位
上　

或
顯
康
男

 

神
祇
伯 

或
延
信
子　

伯 

正
四
位

「
●
」清 
仁 
親 
王 

康　

資　

王 　
　

 

顯   

廣   

王 

顯 

行 

王

　
　
　

弾
正
尹

花
山
院
子 
神
祇
伯 

彳
四
上 

安
藝
權
守

　

 
延 
信 
王 

顯　

康 

　

資 

教 

王

 
 

　

従
五
位
上 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 　
　
　
　
　
　

 　

 
 

大
僧
正　
　

 　

 

延 

清  
「
公 
顯
」 　
　

 　

 
 

寺 　
　
　
　
　

（
裏
九
〇
） 

（
山
折
）

伯　
　
　
　
　
　
　

伯　
　

従
二
位　

 

伯　

従
二
位　
　
　

伯 

侍
從　

従
二
位

　
　

仲　

資　

王 

業　

資　

王 

資　

宗　

王 
資　

基　

王　
　
　

　
　

従
三
位 

 

　
　
　

出
家 

　
　

母
丹
波
守
盛　

實

 

「
仲 

舜
」 

或
業
資
弟 

　
　
　
　

朝
臣
女　

　
　

 
 

 

守 

資 　
　
　
　
　

　
　
「
顯 

尊
」 

「
覚 

印
」 　
　

 　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

 　
　
　
　
　
　

 　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

「
猷 

尊
」  

 

「
猷 

宗
」 　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

 

彳
三　
　
　
　

 　
　
　
　

 　
　

 　

従
二
位

　
　

顯 

經 

資 

継　
　
　

 　
　
　

 

伯　

 　
　

正　
　
　
　

伯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

資　

緒　

王　
　
　
　

資
茂
王　

 

行 

資 

王　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

左
少
将
正
四
位
下　

伯　

資
継
王　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

康　

成　
　
　
　
　

 

「
親 

遍
」 　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

資
方
王　

資
繁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

寺　
「
信
顯
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

僧
正　
　

   

伯 

正
三
位 

或
資
茂

　
　

 

侍
従 

正
四
下　

伯 

従
二
位 

 

資  

通  

王　
　
　

　
　

資 

光 

王 

資 

郡 

王 

業　

顯　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　

母
基
輔
女 

母
藤
信
實
女 

伯 

従
二
位 

  

従
三
位 　
　
　

　
　

 
 

 

　

美
乃
權
守 

資 

顯　

顯 

親　

 

「
源 

勝
」  

仁　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
「
宗 

舜
」  

 
 

「
源 

深
」 　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
裏
九
一
） 

（
谷
折
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

伯 

従
三
位 

　
　
　
　

  

康　

仲　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

資  

清  

王　

  　

業　

定　

王　

    

従
三
位　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

或
資
基
子
云
　々

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

業　

邦　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

定　

仲　

王

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

業　

継

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

伯 

彳
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

資  

英  

王　
　
　

顕  

邦  

王　

  

資 

忠 

王

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

顯　

英　
　

  

資　

高

　
　
「
伯
」
系
図
翻
刻
（
系
線
等
の
朱
引
き
は
破
線
、

人
名
の
朱
書
は
鍵
括
弧

）

（
裏
八
九
）
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参
考
：『
尊
卑
分
脈
』
等
に
基
づ
い
た
花
山
王
氏
（
花
山
源
氏
）
の
略
系
図

顕
広
王　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　

　

顕
綱
王　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

源
業
邦

　

仲
資
王　
　

業
資
王　
　

源
資
光　
　

資
邦
王　
　

業
顕
王　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

宗
舜　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

資
宗
王　
　

資
基
王　
　

資
緒
王　
　

資
通
王
の
ち
資
茂
王　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

猷
尊　
　
　
　
　
　
　
　

源
資
顕　
　

源
顕
親　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

顕
尊　
　
　

覚
印　
　
　
　
　
　
　
　

源
康
仲　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

仲
舜　
　
　
　
　
　
　
　

信
顕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

顕
経
王　
　

源
資
経　
　

源
守
資
の
ち
源
康
成　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

行
資
王　
　

猷
宗
（
源
資
経
の
子
）　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

資
継
王　
　

顕
方
王　
　

資
方
王　
　

源
資
繁　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

も
と
定
仲
王　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

資
清
王　
　

資
英
王　
　

顕
邦
王　
　

資
忠
王

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

源
顕
英　
　

源
資
高

　
　
　
　
　
　

業
清
王　
　

業
定
王　
　

源
業
継

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
と
業
信
王

　

顕
行
王
が
顕
綱
王
と
同
一
人
で
あ
る
こ
と
は
、
夙
に
先
行
研
究
に
よ
っ
て

指
摘
さ
れ
て
い
る*12

が
、「
顕
行
王
」
と
明
記
さ
れ
た
系
図
史
料
は
、
他
に
存
在

し
て
い
な
い
。
そ
の
点
で
、
本
「
伯
」
系
図
は
、
先
行
研
究
の
所
論
を
裏
付

け
得
る
も
の
と
し
て
史
料
的
価
値
が
高
い
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　

さ
て
、
前
田
本
『
日
本
帝
皇
系
図
』
附
載
「
伯
」
系
図
に
お
け
る
各
人
の

続
柄
に
は
、『
尊
卑
分
脈
』
や
、
白
川
家
の
系
譜
類
の
記
載
と
相
違
が
あ
り
、

事
実
と
は
考
え
難
い
も
の
も
少
な
か
ら
ず
見
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
の
中
に
は
、

単
な
る
誤
り
も
含
ま
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
「
伯
」
系
図

に
は
、「
清
仁
親
王
─
─
康
資
王
─
─
顕
広
王
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か

な
よ
う
に
、
実
系
よ
り
も
猶
子
関
係
を
重
視
し
て
系
線
が
引
か
れ
て
い
る
傾

向
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
よ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
続
柄
に
は
、
擬
制
的
な
系

譜
関
係
も
多
く
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

例
え
ば
、
仲
資
王
の
二
男 

資
宗
王
は
、
兄 

業
資
王
の
子
と
し
て
系
線
が

引
か
れ
、
資
基
王
の
両
子
、
資
顕
と
康
仲*13

は
、
本
「
伯
」
系
図
で
は
、
彼
ら

の
兄 

資
緒
王
の
子
と
し
て
系
線
が
引
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
他
史
料

か
ら
は
裏
付
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
続
柄
で
あ
る
。「
伯
」
系
図
の
系
線
の

引
き
誤
り
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、彼
ら
が
そ
れ
ぞ
れ
、兄
の
猶
子
と
な
っ

て
い
た
可
能
性
は
十
分
に
あ
る
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
、こ
の
「
伯
」
系
図
に
は
、資
宗
王
の
子
「
守
資
」
と
、資
基
王
（
資

宗
王
の
子
）
の
子
「
康
成
」
が
、
別
人
と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

守
資
と
康
成
は
同
一
人
物
（
も
と
淳
資
王
）
で
、
資
宗
王
の
子
で
あ
る
。
こ

れ
は
、
本
「
伯
」
系
図
の
作
成
者
（
ま
た
は
増
補
者
）
が
、
守
資
と
康
成
を

別
人
と
誤
認
し
た
こ
と
に
よ
る
重
複
記
載
で
あ
る
。し
か
し
、こ
こ
か
ら
、「
資

宗
王
の
子 

守
資
は
、
康
成
に
改
名
し
、
兄
の
猶
子
と
な
っ
た
」
と
考
え
る

こ
と
も
可
能
か
と
思
わ
れ
る
。

　

な
お
、
こ
の
「
伯
」
系
図
に
は
、
明
ら
か
に
不
適
切
と
思
わ
れ
る
部
分
も

あ
る
。
例
え
ば
、
顕
経
の
子
「
彳
三
／
資
継
」
は
、『
尊
卑
分
脈
』
に
見
え
る

源
資
経
で
あ
る
。
こ
の
資
経
を
「
資
継
」
と
記
し
た
系
図
は
少
な
く
な
い*14

が
、

別
人
で
あ
る
資
継
王
（
も
と
定
仲
王
）
の
位
階
で
あ
る
従
三
位
が
記
さ
れ
て

い
る
の
は
、
全
く
の
誤
り
で
あ
る
。
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さ
て
、
こ
の
資
継
王
（
も
と
定
仲
王
）
は
、
本
「
伯
」
系
図
の
作
成
と
の

関
連
で
、
注
目
さ
れ
る
。

　
「
伯
」
系
図
に
引
か
れ
て
い
る
系
線
は
、
前
田
本
『
日
本
帝
皇
系
図
』
に

所
収
の
他
の
諸
系
図
と
同
様
、
本
流
の
系
線
が
朱
引
き
さ
れ
、
傍
流
が
墨
引

き
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
朱
引
き
の
系
線
と
、
系
図
の
構
図
に
注
意
す
る
と
、

本
系
図
で
は
、「
定
仲
王
」
に
至
る
系
譜
が
嫡
系
と
な
る
よ
う
に
、
系
線
が
引

か
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
本
「
伯
」
系
図
の
原
形
は
定
仲
の
も
と
で
作
成
さ

れ
た
、
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

定
仲
王
は
、
の
ち
の
神
祇
伯 
資
継
王
で
あ
る
。
資
継
王
の
前
名
が
定
仲

で
あ
る
こ
と
は
、『
公
卿
補
任
』
嘉
暦
四
年
（
己
巳
）
非
参
議 

従
三
位
「
資

継
王
」
に
、「
永
仁
五
十
十
四
叙
爵
（
于
時
定
仲
）」
と
あ
る
こ
と
か
ら
明
ら

か
で
あ
る
が
、
定
仲
が
王
号
を
称
し
て
い
た
か
否
か
は
、『
公
卿
補
任
』
等
か

ら
は
判
然
と
し
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
本
系
図
に
「
定
仲
王
」
と
王
号
が
付

け
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
定
仲
が
永
仁
五
年
（
一
二
九
七
）
十
月
十
四
日

に
叙
爵
さ
れ
た
時
点
で
は
、
源
氏
で
な
く
王
氏
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。

　

定
仲
（
資
継
）
の
時
代
、
神
祇
伯
に
任
じ
ら
れ
る
花
山
王
氏
の
家
系
は
両

流
に
分
か
れ
て
お
り
、
神
祇
伯
へ
の
任
官
や
、
天
皇
即
位
式
に
お
け
る
褰
帳

女
王
を
自
家
か
ら
出
す
こ
と
を
め
ぐ
り
、
競
い
合
っ
て
い
た*15

。
そ
の
よ
う
な

状
況
の
も
と
で
、
定
仲
（
後
の
資
継
王
）
が
、
神
祇
伯
へ
の
任
官
を
望
み
、

自
己
の
系
譜
を
花
山
源
氏
の
嫡
流
で
あ
る
こ
と
を
明
示
す
る
た
め
に
、
本

「
伯
」
系
図
の
原
系
図
が
作
成
さ
れ
た
、
と
考
え
ら
れ
る
。

　

定
仲
は
、『
公
卿
補
任
』
嘉
暦
四
年
（
己
巳
）
非
参
議 

従
三
位
「
資
継
王
」

に
、「
徳
治
二
十
一
一
従
五
上
。
文
保
二
十
六
任
右
少
将
（
于
時
資
継
）」
と

あ
る
こ
と
か
ら
、
徳
治
二
年
（
一
三
〇
七
）
十
一
月
一
日
か
ら
文
保
二
年

（
一
三
一
八
）
十
月
六
日
ま
で
の
間
に
、
定
仲
か
ら
資
継
に
改
名
し
た
と
考

え
ら
れ
る
。
こ
こ
か
ら
、
本
「
伯
」
系
図
の
原
系
図
が
作
成
さ
れ
た
年
代
の

下
限
は
、
文
保
二
年
（
一
三
一
八
）
十
月
六
日
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
る
。

　

な
お
、
本
「
伯
」
系
図
に
は
、「
資
茂
王
─
─
資
継
王
─
─
資
方
王
─
─
資

繁
」
と
い
う
直
系
四
代
の
別
系
図
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
資
継
王
」
は

定
仲
王
と
同
一
人
で
あ
る
。
加
筆
者
が
、
本
「
伯
」
系
図
の
原
系
図
に
、
資

継
王
と
そ
の
子
孫
を
書
き
加
え
た
が
、
資
継
王
と
定
仲
王
が
同
一
人
で
あ
る

こ
と
に
は
気
づ
か
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

な
お
、
業
定
王
と
資
英
王
の
子
孫
の
部
分
も
、
年
代
か
ら
見
て
、
加
筆
者

に
よ
る
増
補
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

以
上
よ
り
、
こ
の
前
田
本
『
日
本
帝
皇
系
図
』
附
載
「
伯
」
系
図
は
、
定

仲
王
（
の
ち
の
資
継
王
）
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
原
系
図
に
、
増
補
・
追
筆

が
加
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
加
筆
の
際
に
、
不
適
切
な
記
載
が
加
え
ら

れ
た
部
分
も
あ
る
、
と
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

三　

前
田
本
『
日
本
帝
皇
系
図
』
に
お
け
る
注
目
す
べ
き
記
載

　

前
田
本
『
日
本
帝
皇
系
図
』
に
は
、
本
編
、
お
よ
び
、「
伯
」
以
外
の
附
載

諸
系
図
に
も
、
注
目
に
値
す
る
独
自
の
記
載
が
存
在
す
る
。
そ
れ
ら
の
中
に

は
、
史
料
的
価
値
が
高
い
貴
重
な
も
の
か
ら
、
史
実
と
は
考
え
難
い
も
の
に

至
る
ま
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
情
報
が
含
ま
れ
る
。

　

そ
こ
で
、
次
に
、
そ
れ
ら
の
独
自
の
記
載
の
一
部
を
取
り
上
げ
て
み
る
。

　

ま
ず
、
前
田
本
『
日
本
帝
皇
系
図
』
附
載
の
「
高
家
」
す
な
わ
ち
高
階
氏

の
系
図
の
冒
頭
部
分
で
あ
る
。
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こ
の
「
高
家
」
系
図
に
は
、
幾
つ
か
の
不
適
切
な
記
載
が
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
長
屋
王
の
母
（
御
名
部
皇
女
）
を
「
近
江
朝
天
皇
女
御
」
と
す
る
の
は

「
近
江
朝
天
皇
女
」
の
誤
り
か
、
ま
た
は
、「
近
江
朝
天
皇
女
御
名
部
」
の
末

尾
の
脱
落
か
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
桑
田
王
の
袖
書
の
「
真
廣
三
」
は
「
直
廣

参
」
と
あ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
原
系
図
か
ら
本
系

図
に
至
る
ま
で
の
書
写
段
階
に
お
い
て
生
じ
た
、
単
純
な
誤
写
に
よ
る
も
の

で
あ
り
、
こ
の
「
高
家
」
系
図
の
史
料
的
価
値
を
損
ね
る
も
の
で
は
な
い
。

　

こ
こ
で
特
に
注
目
す
べ
き
は
、
石
見
王
の
母
が
「
従
五
下
大
坂
王
女
巨
勢

部
女
王
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
石
見
王
の
母
に
つ
い
て
は
、『
尊
卑

分
脈
』
に
「
母
大
炊
女
」、『
本
朝
皇
胤
紹
運
録
』
に
「
母
大
炊
王
女
」
と
あ
る
。

こ
の
「
大
炊
王
」
は
、
淡
路
廃
帝
（
淳
仁
天
皇
）
に
比
定
さ
れ
て
き
た
。
し

か
し
、
淡
路
廃
帝
に
、
長
屋
王
の
孫
と
結
婚
し
た
女
子
が
い
た
と
い
う
事
実

は
、
他
の
確
乎
た
る
史
料
か
ら
は
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　

一
方
、
前
田
本
『
日
本
帝
皇
系
図
』
附
載
「
高
家
」
系
図
に
見
え
る
大
坂

王
は
、『
続
日
本
紀
』
天
平
勝
宝
元
年
（
七
四
九
）
四
月
丁
未*16

条
（
従
五
位
下

に
直
叙
）、『
続
日
本
紀
』
天
平
宝
字
五
年
（
七
六
一
）
十
月
朔
条
（
正
親
正

に
任
官
）
に
所
見
が
あ
り
、
年
代
的
に
見
て
も
、
石
見
王
の
外
祖
父
と
し
て
、

特
に
問
題
は
な
い
。
大
坂
王
の
出
自
は
未
詳
で
あ
る
が
、
従
五
位
下
に
直
叙

さ
れ
た
天
平
勝
宝
元
年
の
時
点
で
は
、
王
の
直
叙
に
は
選
叙
令
の
規
定
が
完

全
適
用
さ
れ
て
お
り
、
従
五
位
下
に
直
叙
さ
れ
た
王
は
三
世
王
～
五
世
王
で

あ
っ
た
。
ま
た
、
継
嗣
令
の
規
定
か
ら
、
当
時
、「
女
王
」
号
を
称
す
こ
と
が

で
き
た
の
は
五
世
ま
で
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
大
坂
王
の
女
子 

巨
勢
部
女
王
は
五
世
以
上
と
な
る
。
従
っ
て
、
大
坂
王
は
、
三
世
王
か
四
世

王
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。

　
「
坂
」
と
「
炊
」
は
字
形
が
類
似
し
て
い
る
の
で
、「
大
坂
王
」
を
「
大
炊
王
」

と
誤
写
し
た
系
図
が
、
多
く
の
高
階
氏
系
図
に
踏
襲
さ
れ
、
さ
ら
に
、
研
究

者
が
、
こ
の
「
大
炊
王
」
を
、
諱
が
「
大
炊
」
で
あ
る
淡
路
廃
帝
（
淳
仁
天

皇
）
に
、
誤
っ
て
比
定
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
石
見
王
の
母
を
淡
路
廃
帝
（
淳
仁
天
皇
）
と
す
る
従
来

の
通
説
は
誤
り
で
あ
り
、
前
田
本
『
日
本
帝
皇
系
図
』
附
載
「
高
家
」
系
図

に
明
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
石
見
王
の
母
は
、
大
坂
王
の
女
子
、
巨
勢
部

女
王
で
あ
る
と
断
じ
て
差
し
支
え
な
か
ろ
う
。

　

ま
た
、
高
階
良
臣
が
橘
澄
清
の
外
孫
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
興
味
深
い
。

　
　
　
　
　
　

髙　

家

　
　
　
　

一
品　
　
　
　
　
　

左　

 

正
二
位　

母
真
廣
三
石
川
朝
臣
實
女

　
　
　
　

大
政
大
臣　
　
　
　

右
大
臣　
　
　
　
　

従
五
位
上　
　

大
監
物 

従
五
位
上

「
●
」髙  
市  
皇  

子 　
　

長　

屋　

王　
　
　

桑　

田　

王　
　

礒　

部　

王

母
胸
形
君
德
善
女　
　

母
近
江
朝
天
皇
女
御　
　

ー
原　
　
　
母
正
五
上
田
邊
公
古
麿　

女

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

神
祇
伯

　
　
　

従
五
位
上　
　

左
中
弁　
　

彳
四
上　

摂
津
守 

彳
五
位
上 　

實
業
平
朝
臣
子

　

石　

見　

王　
　
　
　

峯　
　

緒　
　
　
　

茂　
　

範　
　
　

  

師　
　

尚

母
彳
五
下
大
坂
王
女　
　

承
和
十
二
年
賜　
　
　

治
部
大
輔　
　
　
　
　

  　

母
齋　

宮

　

巨
勢
部
女
王　
　
　
　

高
階
真
人
姓　
　
　

兵
部
大
甫　
　
　

  

左
中
将　

宮
内
卿　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  　
従
四
位
上
備
前　

扌
守

　

母
中
納
橘
澄
清
女

　

良　
　

臣　
　
　
　
（
以
下
略
）

　

左
中
将　

従
四
位
下

　

 

左
京
大
夫

　
　

宮
内
卿

「
高
家
」
系
図
翻
刻

（
表
一
二
四
）
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こ
れ
に
つ
い
て
、
竹
中
拓
実
氏
は
、「
高
階
氏
が
急
速
に
大
学
寮
の
英
才
と
し

て
登
場
し
て
き
た
背
景
に
、外
戚
橘
氏
の
影
響
を
想
定
す
る
こ
と
が
出
来
る
」

と
指
摘
し
て
い
る
。

　

ち
な
み
に
、
橘
澄
清
の
女
子
、
橘
厳
子
は
、
藤
原
時
姫
の
母
で
あ
る
。
藤

原
時
姫
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
藤
原
道
隆
・
道
兼
・
道
長
三
兄
弟
の
母
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
本
「
高
家
」
系
図
に
よ
る
と
、「
儀
同
三
司
母
」
高
階
貴
子
の

父
、
従
二
位
高
階
成
忠
は
、
藤
原
道
隆
の
再は

と

こ

従
兄
弟
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　

高
階
師
尚

　
　
　
　
　
　
　
　

高
階
良
臣　
　

高
階
成
忠　
　

高
階
貴
子

　
　
　
　
（
女
子
）　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

藤
原
定
子

橘
澄
清　

橘
厳
子　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

藤
原
伊
周

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

藤
原
時
姫　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

藤
原
隆
家

　
　
　
　

藤
原
中
正　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

藤
原
道
隆

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

藤
原
道
兼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

藤
原
道
長

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

藤
原
兼
家

　

次
に
、
前
田
本
『
日
本
帝
皇
系
図
』
附
載
「
藤
氏
系
図
」
に
は
、
二
流
に

分
か
れ
た
近
衛
家
に
つ
い
て
、
南
朝
方
の
近
衛
経
忠
に
「
南
殿
」、
北
朝
方

の
近
衛
基
嗣
に
「
西
殿
」
と
朱
書
で
注
記
が
あ
る
。
こ
れ
は
、三
条
家
の
「
西

殿
」
が
「
三
条
西
」
家
と
称
さ
れ
た
例
に
倣
う
と
、そ
れ
ぞ
れ
「
近
衛
南
」
家
、

「
近
衛
西
」
家
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
、
鷹
司
師
平
に
「
北
殿
」
と
朱
書
で
注
記
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
近
衛

経
忠
の
「
南
殿
」、近
衛
基
嗣
の
「
西
殿
」
と
対
応
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
近
衛
家
の
支
流
で
あ
る
鷹
司
家
は
、
師
平
の
頃
に

は
「
近
衛
北
」
家
と
も
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
そ
し
て
、

鷹
司
家
が
、
惣
領
た
る
近
衛
家
か
ら
の
自
立
度
が
相
対
的
に
低
か
っ
た
こ
と

を
、
こ
こ
か
ら
読
み
取
る
こ
と
も
で
き
る
か
も
知
れ
な
い
。

　
　
　
　
兼
経　
　

基
平　
　

家
基　
　

家
平　
　

経
忠
「
南
殿
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

経
平　
　

基
嗣
「
西
殿
」　　

　
　
　
　
兼
平　
　

基
忠　
　

冬
平　
　

冬
教　
　

師
平
「
北
殿
」　　

　

し
か
し
、
前
田
本
『
日
本
帝
皇
系
図
』
の
中
に
は
、
時
に
、
荒
唐
無
稽
と

も
言
い
う
る
情
報
も
含
ま
れ
て
い
る
。

　

例
え
ば
、
附
載
「
藤
氏
系
図
」
に
、「
小
野
宰
相
」
藤
原
常
嗣
の
女
子
と
し

て
小
野
小
町
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
小
野
小
町
の
「
小
野
」
は

氏
で
は
な
く
、
父
の
称
号
に
由
来
す
る
と
い
う
理
解
に
基
づ
い
て
い
る
の
で

あ
ろ
う
。
さ
す
が
に
こ
れ
は
史
実
と
し
て
は
認
め
難
い
が
、
そ
も
そ
も
、
宮

殿
・
邸
宅
内
の
区
画
に
由
来
す
る
「
町
」・「
小
町
」
号
が
、
氏
と
の
み
結
び

つ
く
と
考
え
る
必
要
は
な
い
わ
け
で
あ
り
、
少
な
く
と
も
中
世
に
お
い
て
は
、

そ
の
よ
う
な
解
釈
も
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
、
こ
の
記
載
か
ら
判
明
す
る
。

　

ま
た
、
附
載
の
「
魚
名
」
裔
の
系
図
に
は
、
藤
原
顕
季
の
子
と
し
て
、
平

正
盛
が
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、
実
は
平
業
房
の
子
で
あ
っ
た
の
を
顕
季
が
子
に

し
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。

　

讃
岐
守

　
　

正
四
位
下

　
　

正　

盛

　

平
忠
盛
父
也

　

顕
季
卿
播
州

　

國
務
時
御
厩

　

別
當
云
々

　

不
便
之
間
爲
子

　

實
平
業
房

　

子

　

ま
た
、「
藤
成
」
裔
の
系
図
に
は
、
源
義
経
の
家
臣
、
佐
藤
忠
信
・
継
信
兄
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弟
が
、
藤
原
清
衡
の
孫
と
さ
れ
て
い
る
。

　

奥
州
四
舘
云
　々
　
　
　
　
　
　
　

御
舘
云
々

　
　

清　

衡　
　
　
　

基　

衡　
　
　
　

秀　

衡　
　
　
　
（
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
号
平
泉
入
道
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

爲
頼
朝
被
生
取

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

忠　

衡

　
　
　
　
　
　
　
　

　
　

家　

衡　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

号
佐
藤
四
郎
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　

忠　

継　
　
　
　

忠　

信

　
　
　
　
　
　
　

号
信
夫
佐
藤
太
夫　

　
　
　
　
　
　
　

 

九
郎
判
官
乳
父　
　

佐
藤
三
郎
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

也　
　

   

継　

信

　

と
も
に
、
史
実
と
は
考
え
難
い
系
譜
情
報
で
あ
る
。
こ
れ
ら
が
、
本
系
図

の
原
本
に
既
に
存
在
し
て
い
た
の
か
、
そ
れ
と
も
、
後
に
加
筆
・
増
補
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
の
か
、
判
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

こ
の
よ
う
に
、
前
田
本
『
日
本
帝
皇
系
図
』
に
は
、
玉
石
混
交
、
様
々
な

系
譜
情
報
が
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
史
料
批
判
を
行
う
こ

と
に
よ
っ
て
、
そ
の
史
料
的
価
値
を
確
定
す
る
一
方
、
中
世
的
に
色
付
け
さ

れ
て
解
釈
さ
れ
た
、
史
実
に
あ
ら
ざ
る
記
載
に
つ
い
て
も
、
一
顧
だ
に
せ
ず

放
擲
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
よ
う
な
系
譜
が
造
ら
れ
た
背
景
に
つ
い
て
も

考
察
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
前
田
本
『
日
本
帝
皇
系
図
』
に
は
、
史
実
と
は
認
め
難

い
情
報
も
含
ま
れ
て
は
い
る
が
、
他
の
系
図
に
見
ら
れ
な
い
貴
重
な
系
譜
情

報
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
確
認
で
き
た
で
あ
ろ
う
。

四　

前
田
本
『
日
本
帝
皇
系
図
』
と
邦
省
親
王
家
（
花
町
宮
）

　

さ
て
、
前
田
本
『
日
本
帝
皇
系
図
』
本
編
に
お
い
て
特
に
注
目
さ
れ
る
の

は
、
系
図
の
構
図
上
、
後
二
条
院
の
子 

邦
省
親
王
（
花
町
宮
）
と
、
そ
の

子 

廉
仁
王
が
天
皇
家
の
嫡
系
で
あ
る
か
の
よ
う
に
系
線
が
引
か
れ
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
　
　

花
園　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

後
光
厳　
　
　
（
裏
面
へ
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　

光
明
院　
　

　
　
　
　
　

後
伏
見　

光
厳　
　
　

院

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

久
明
親
王　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

守
邦
親
王　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

後
深
草　

伏
見　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

後
嵯
峨　

亀
山　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

宗
尊
親
王　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

邦
世
親
王

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

康
仁
親
王

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

邦
良
親
王　
　

　

後
宇
多　
　
　
　
　

後
二
條　
　

邦
省
親
王　
　

廣
仁
王

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

禅
守

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

後
村
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　

後
醍
醐　
　

義
良
親
王

　

す
な
わ
ち
、「
後
嵯
峨
」
か
ら
直
下
に
系
線
が
「
亀
山
」
に
引
か
れ
、「
亀
山
」

の
子
「
後
宇
多
」
か
ら
直
下
に
系
線
が
「
後
二
条
」、
さ
ら
に
「
邦
省
親
王
」、

─ 391 ─
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「
廣
仁
王
」（
廉
仁
王
と
あ
る
べ
き
も
の
）
へ
と
引
か
れ
て
い
る
。
こ
の
構
図

を
見
る
と
、
後
深
草
院
と
そ
の
子
孫
も
、
後
醍
醐
天
皇
も
、
皇
太
子
邦
良
親

王
・
康
仁
親
王
も
、
皆
、
傍
系
で
あ
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。

　

森
茂
暁
氏
が
既
に
明
ら
か
に
し
て
い
る*17

よ
う
に
、
邦
省
親
王
は
、
自
ら
の

皇
位
継
承
を
切
望
し
て
、
再
三
に
わ
た
り
立
太
子
を
願
っ
た
が
叶
え
ら
れ
ず
、

望
み
が
潰
え
た
後
も
、
な
お
、
自
身
の
子 

廉
仁
王
の
立
太
子
・
登
極
を
強

く
望
ん
で
い
た
こ
と
が
、
応
安
二
年
（
一
三
六
九
）
十
一
月
十
三
日
に
親
王

が
書
き
記
し
た
置
文*18

か
ら
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

従
っ
て
、
前
田
本
『
日
本
帝
皇
系
図
』
本
編
の
原
系
図
は
、
皇
位
継
承
を

悲
願
と
す
る
邦
省
親
王
と
そ
の
子 
廉
仁
王
が
天
皇
家
の
正
統
の
嫡
系
で
あ

る
こ
と
を
主
張
す
る
た
め
に
、
邦
省
親
王
家
（
花
町
宮
）
で
作
成
さ
れ
た
、

と
考
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。

　

邦
省
親
王
の
薨
逝
は
、永
和
元
年（
一
三
七
五
）九
月
十
七
日
で
あ
る（『
後

深
心
院
関
白
記
（
愚
管
記
）』
永
和
元
年
九
月
十
七
日
条
）。
前
述
の
よ
う
に
、

前
田
本
『
日
本
帝
皇
系
図
』
本
編
の
原
本
の
編
纂
年
代
は
、
後
光
厳
院
の
大

嘗
会
以
降
、
譲
位
ま
で
の
期
間
（
一
三
五
四
～
一
三
七
一
）
と
推
定
さ
れ
、

当
時
、
邦
省
親
王
は
存
命
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
前
田
本
『
日
本
帝
皇
系
図
』

本
編
が
邦
省
親
王
の
も
と
で
作
成
さ
れ
た
と
す
る
推
定
と
も
矛
盾
し
な
い
。

　

ま
た
、
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
前
田
本
『
日
本
帝
皇
系
図
』
本
編
の
後

に
編
纂
さ
れ
た
『
本
朝
皇
胤
紹
運
録
』
と
の
関
係
で
あ
る
。

　

代
表
的
な
中
世
の
皇
統
系
図
と
し
て
極
め
て
有
名
な『
本
朝
皇
胤
紹
運
録
』

は
、
応
永
年
間
ま
で
に
は
編
纂
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
後
も
系
譜
情
報
が
増

補
さ
れ
続
け
、
系
図
の
構
図
に
も
大
き
な
改
変
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か

し
、
完
成
当
初
の
構
図
を
残
す
と
思
わ
れ
る
『
紹
運
録
』
の
古
写
本
で
は
、

持
明
院
統
の
部
分
が
先
に
、
大
覚
寺
統
の
部
分
が
後
に
配
置
さ
れ
て
い
る*19

。

　

そ
も
そ
も
、
皇
統
系
図
の
構
図
で
は
、
嫡
系
か
ら
分
岐
し
た
傍
系
が
先
に

配
置
さ
れ
、
嫡
系
が
後
に
配
置
さ
れ
る
。
永
く
継
続
す
べ
き
嫡
系
皇
統
の
系

図
を
書
継
ぎ
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
で
あ
る
。
つ
ま
り
、『
紹
運
録
』
は
、

持
明
院
統
の
朝
廷
の
も
と
で
編
纂
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
原
形
で
は
、

あ
た
か
も
持
明
院
統
が
傍
流
、
大
覚
寺
統
が
嫡
流
で
あ
る
か
の
よ
う
な
構
図

と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
は
、『
紹
運
録
』
を
作
成
す
る
際
に
使
用
さ
れ
た
原
系
図
が
、
大
覚
寺

統
を
嫡
流
と
す
る
系
図
で
あ
り
、
そ
の
構
図
を
『
紹
運
録
』
が
無
批
判
に
踏

襲
し
て
し
ま
っ
た
た
め
で
あ
る
、
と
推
測
さ
れ
る
。

　

そ
し
て
、
そ
の
原
系
図
と
は
、
ま
さ
に
大
覚
寺
統
の
邦
省
親
王
に
よ
っ
て

編
纂
さ
れ
た
、
前
田
本
『
日
本
帝
皇
系
図
』
本
編
の
原
本
で
あ
っ
た
可
能
性

が
高
い
の
で
は
な
い
か
、
と
思
わ
れ
る
。

　

も
し
、
こ
の
推
測
が
正
鵠
を
射
た
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
前
田
本
『
日

本
帝
皇
系
図
』
本
編
は
、
後
世
の
皇
統
系
図
の
編
纂
に
甚
大
な
影
響
を
与
え

た
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

以
上
、
本
稿
で
は
、
前
田
本
『
日
本
帝
皇
系
図
』
に
お
け
る
、
従
来
あ
ま

り
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
注
目
す
べ
き
系
譜
情
報
を
取
り
上
げ
、
そ
こ
に
は
、

荒
唐
無
稽
と
思
わ
れ
る
も
の
も
あ
る
が
、
他
の
系
図
史
料
に
は
見
ら
れ
な
い

貴
重
な
情
報
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
、
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
但
し
、

紙
幅
の
関
係
上
、
具
体
的
な
事
例
に
つ
い
て
は
、
十
分
に
は
検
討
す
る
こ
と

が
で
き
な
か
っ
た
の
が
遺
憾
で
あ
る
。
ま
た
、
前
田
本
『
日
本
帝
皇
系
図
』

本
編
の
編
纂
に
は
、
大
覚
寺
統
の
傍
流
皇
族
、
邦
省
親
王
（
花
町
宮
）
が
関

わ
っ
て
お
り
、
大
覚
寺
統
を
嫡
系
と
す
る
本
系
図
の
構
図
が
『
本
朝
皇
胤
紹

─ 390 ─
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運
録
』
に
も
踏
襲
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
、
と
推
測
し
た
。

　

今
後
、本
史
料
の
原
色
版
影
印
と
、校
注
を
伴
っ
た
翻
刻
が
公
刊
さ
れ
、『
紹

運
録
』
諸
写
本
、『
尊
卑
分
脈
』
等
の
諸
史
料
と
の
比
較
・
検
討
が
進
む
よ
う

に
な
る
こ
と
を
期
待
す
る
次
第
で
あ
る
。

注*1　

国
史
大
系
本
『
尊
卑
分
脉
』
の
頭
注
に
「
前
田
本
系
圖
」
と
あ
る
。

*2　

和
田
英
松
『
本
朝
書
籍
目
録
考
證
』（
明
治
書
院
、
昭
和
十
一
年
（
一
九
三
六
）

十
一
月
）
三
二
八
頁
、
三
三
二
頁

*3　

赤
坂
恒
明
「
中
世
に
お
け
る
皇
胤
の
末
流
「
王
氏
」
と
そ
の
終
焉
」（『
十
六
世
紀

史
論
叢
』
第
三
号
、
十
六
世
紀
史
論
叢
刊
行
会
、
二
〇
一
四
年
三
月
、
76
～
95
頁
）、

赤
坂
恒
明
「
冷
泉
源
氏
・
花
山
王
氏
考 

─
─ 
伯
家
成
立
前
史 

─
─
」（『
埼
玉
学
園

大
学
紀
要
』
人
間
学
部
篇 

第
十
五
号
、
二
〇
一
五
年
十
二
月
、
三
一
～
四
六
頁
）。

延
清
に
は
王
号
が
付
い
て
い
な
い
が
、
王
で
あ
る
顕
経
、
業
顕
に
も
王
号
が
な
い
の
で
、

こ
の
延
清
を
、
康
平
三
年
（
一
〇
六
〇
）
九
月
に
伊
勢
例
幣
の
使
王
を
勤
仕
し
た
延

清
王
に
比
定
す
る
こ
と
に
、
特
に
問
題
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

*4　

赤
坂
恒
明
「
冷
泉
源
氏
・
花
山
王
氏
考
」

*5　

赤
坂
恒
明
「
柳
原
宮
考 

─
─ 

大
覚
寺
統
の
土
御
門
宮
家 

─
─
」（
日
本
史
史
料
研

究
会
研
究
会
報
『
ぶ
い
＆
ぶ
い
』（
無
為 

無
為
）
第
二
十
七
号
、
二
〇
一
四
年
五
月
、

1
～
22
頁
）
注
三
二
。

*6　
『
尊
経
閣
文
庫
国
書
分
類
目
録
』（
尊
経
閣
文
庫
、
一
九
三
九
年
十
月
。
復
刻
：
ゆ

ま
に
書
房
、
一
九
九
九
年
十
二
月
）
五
四
五
頁

*7　
『
補
訂
版 

国
書
総
目
録
』
第
五
巻
（
岩
波
書
店
、
一
九
六
七
年
十
一
月
初
版
、

一
九
九
〇
年
五
月
補
訂
版
）
779
頁

*8　

但
し
、
義
満
と
義
持
の
間
に
は
線
が
引
か
れ
て
い
な
い
。
義
持
は
追
筆
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
基
氏
か
ら
氏
満
に
至
る
系
線
は
、
朱
引
き
か
ら
途
中
で
墨
引
き
と
な
り
、
氏

満
か
ら
満
兼
ま
で
の
系
線
は
墨
引
き
で
あ
る
。
氏
満
以
下
は
追
筆
で
あ
る
た
め
で
あ

ろ
う
。

*9　

摂
関
家
で
は
九
条
尚
経
（
一
四
六
八
～
一
五
三
〇
）、
二
条
尹
房
（
一
四
九
六
～

一
五
五
一
）、
一
条
房
通
（
一
五
〇
九
～
一
五
五
六
。「
ヽ
ヽ實

房
家
息

」
と
あ
る
）、
鷹
司
兼

輔
（
一
四
八
〇
～
一
五
五
二
）。
四
条
流
で
は
、
四
条
隆
永
（
一
四
七
八
～

一
五
三
八
）、
鷲
尾
隆
康
（
一
四
八
五
～
一
五
三
三
）、
油
小
路
隆
継
（
一
四
四
九
～

一
五
三
五
）
の
子
で
早
世
し
た
隆
秀
。
日
野
流
で
は
、
烏
丸
冬
光
（
一
四
七
三
～

一
五
一
六
）、
廣
橋
守
光
（
一
四
七
一
～
一
五
二
六
）。

*10　

但
し
、
丁
の
表
の
面
と
裏
の
面
と
に
、
や
や
ズ
レ
が
あ
る
。
前
田
本
『
日
本
帝
皇

系
図
』
が
原
本
か
ら
写
さ
れ
た
際
に
、
ズ
レ
が
生
じ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
宮

内
庁
書
陵
部
の
謄
写
本
は
冊
子
本
で
あ
り
、
原
形
と
は
異
な
っ
て
い
る
た
め
、
折
本

の
丁
の
表
の
面
と
裏
の
面
と
で
系
線
が
繋
が
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
判
ら
な

い
。
前
田
本
『
日
本
帝
皇
系
図
』
に
お
い
て
、
同
様
に
丁
の
表
の
面
と
裏
の
面
と
が

対
応
し
て
い
る
箇
所
と
し
て
、
表
第
四
四
丁
の
「
四
辻
宮
／
善
統
親
王
」
の
裏
側
に

あ
た
る
裏
第
九
二
・
九
三
丁
に
、

　
　

四
辻
宮
御
子

　
　
　
「
益
助
」

　
　
　
「
承
惠
」

　

と
兄
弟
の
僧
の
名
が
朱
字
で
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
も
追
筆
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
従

う
と
、
彼
ら
兄
弟
僧
は
善
統
親
王
の
子
で
あ
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
彼

ら
は
善
統
親
王
の
子
で
は
な
く
、
善
統
親
王
の
兄 

忠
成
王
の
子
で
あ
る
。
忠
成
王
は

「
四
辻
殿
」
と
も
称
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
「
四
辻
宮
」
と
は
、
本
来
、
忠
成
王

を
指
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
忠
成
王
に
つ
い
て
は
、
久
保
木
圭
一
「
岩
蔵
宮

彦
仁
王
（
源
彦
仁
）
に
つ
い
て 

─
─ 

あ
る
傍
系
皇
族
の
軌
跡 

─
─
」（『
日
本
社
会

史
研
究
』
第
一
〇
〇
号
、
二
〇
一
二
年
十
二
月
、
29
～
42
頁
）
を
も
参
照
せ
よ
。

*11　

前
田
本
『
日
本
帝
皇
系
図
』
に
お
い
て
は
、
天
皇
に
は
「
避
位
」
の
年
月
日
が
記

さ
れ
る
。
た
だ
し
、
後
醍
醐
天
皇
に
よ
っ
て
廃
位
さ
れ
た
光
厳
院
に
つ
い
て
は
、
例

外
的
に
記
さ
れ
て
い
な
い
。
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前田本『日本帝皇系図』について

（
二
三
）

*12　

曾
根
研
三
「
増
補
訂
正
伯
家
系
譜
」（
曾
根
研
三
編
『
伯
家
記
録
考
』
西
宮
神
社
社
務
所
、

一
九
三
三
年
十
月
、
五
二
九
～
五
四
四
頁
）、
藤
森
馨
「
白
川
伯
王
家
の
成
立
」（
藤

森
馨
『
改
訂
増
補
平
安
時
代
の
宮
廷
祭
祀
と
神
祇
官
人
』（
原
書
房
、二
〇
〇
八
年
十
二
月
。

初
刊
、
大
明
堂
、
二
〇
〇
〇
年
九
月
）
142
～
167
頁
。
初
出
、
小
松
馨
「
白
川
伯
王
家

の
成
立
」『
神
道
研
究
』
第
一
一
六
号
、
一
九
八
四
年
九
月
、
二
二
～
四
五
頁
）。
な
お
、

顕
行
王
は
、
仁
安
三
年
（
一
一
六
八
）
九
月
十
八
日
（『
兵
範
記
』）
か
ら
治
承
二
年

（
一
一
七
八
）
正
月
五
日
（『
玉
葉
』）
ま
で
の
間
に
、
顕
綱
王
と
改
名
し
た
と
考
え

ら
れ
る
。『
山
槐
記
』
治
承
二
年
正
月
五
日
条
に
「
顕
行
」
と
あ
る
の
は
、
記
主
の
藤

原
忠
親
が
改
名
を
知
ら
な
か
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

*13　

源
資
顕
（
も
と
博
仲
王
）
は
、『
公
卿
補
任
』
永
仁
七
年
（
己
亥
）
非
参
議 

従
三

位
「
源
資
顕
」
袖
書
に
、「
故
入
道
従
二
位
侍
従
資
基
王
二
男
。
母
。」
と
あ
り
、
源

康
仲
は
、『
公
卿
補
任
』
嘉
元
三
年
（
乙
巳
）
非
参
議 

従
三
位
「
源
康
仲
（
四
十
八
）」

袖
書
に
、「
故
入
道
従
二
位
行
侍
従
資
基
王
三
男
。
母
同
資
緒
卿
（
大
友
大
炊
助
親
秀

法
師
女
）。」
と
あ
る
。『
尊
卑
分
脈
』
と
白
川
家
の
系
図
で
も
、
二
人
は
資
基
王
の
子

で
あ
る
。

*14　

こ
の
資
経
は
、
脇
坂
本
・
前
田
一
本
・
内
閣
文
庫
本
『
尊
卑
分
脈
』、『
伯
家
部
類
』

所
収
「
白
川
家
系
図
」（『
神
道
大
系 

論
説
編
十
一 

伯
家
神
道
』
神
道
大
系
編
纂
会
、

一
九
八
九
年
十
月
、
三
九
三
～
三
九
九
頁
）、
史
料
編
纂
所
所
蔵
写
本
『
白
川
家
譜
』

（『
松
尾
大
社
史
料
集
』
典
籍
篇 

一
、
松
尾
大
社
社
務
所
／
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
〇

年
四
月
、
424
～
427
頁
所
収
）
に
お
い
て
も
「
資
継
」
と
あ
る
。
な
お
、
曾
根
研
三
「
増

補
訂
正
伯
家
系
譜
」
に
は
「
資
綱
」
と
あ
る
。

*15　

久
保
田
収
「
伯
家
の
成
立
と
分
流
」（『
皇
学
館
大
学
紀
要
』
第
十
三
輯
、
昭
和

五
十
年
（
一
九
七
五
）
一
月
、
一
七
〇
～
一
九
三
頁
）

*16　

こ
の
日
は
天
平
二
十
一
年
か
ら
天
平
感
宝
元
年
に
改
元
さ
れ
た
日
で
あ
る
。

*17　

森
茂
暁「
邦
省
親
王
の
悲
願 

─
─
も
う
一
つ
の
大
覚
寺
統
分
枝
─
─
」（
森
茂
暁『
中

世
日
本
の
政
治
と
文
化
』
思
文
閣
出
版
、二
〇
〇
六
年
十
月
、37
～
47
頁
。
初
出
、『
政

治
経
済
史
学
』
第
三
三
二
号
、
一
九
九
四
年
二
月
）。

*18　
『
大
日
本
史
料
』
第
六
編
之
三
一
、
応
安
二
年
十
一
月
十
三
日
「
邦
省
親
王
、
御
相

伝
ノ
文
書
ヲ
御
子
廉
仁
王
ニ
譲
与
シ
、
皇
統
継
嗣
ノ
コ
ト
及
ビ
御
領
ノ
コ
ト
ヲ
申
置

セ
ラ
ル
、」　

こ
の
邦
省
親
王
置
文
は
、
三
条
西
家
に
伝
来
し
た
も
の
で
あ
る
。
邦
省

親
王
の
子
で
、
廉
仁
王
の
兄
弟
に
あ
た
る
僧 

禅
守
は
、
中
院
通
冬
の
猶
子
と
な
り
、

仁
和
寺
真
光
院
を
相
続
し
た
。
そ
の
た
め
、
邦
省
親
王
家
（
花
町
宮
家
）
の
文
書
・

典
籍
類
は
、
廉
仁
王
の
没
後
、
禅
守
に
相
続
さ
れ
、
そ
の
後
、
真
光
院
に
伝
来
し
た

と
考
え
ら
れ
る
。『
実
隆
公
記
』
文
亀
元
年
（
一
五
〇
一
）
閏
六
月
廿
九
日
条
に
、「
真

光
院
僧
正
、
禁
秘
抄
上
下
小
双
帋
（
花
町
宮
弾
正
尹
邦
省
親
王
筆
）
被
恵
之
。
秘
蔵

自
愛
此
事
也
」
と
あ
り
、
真
光
院
に
伝
来
し
て
い
た
邦
省
親
王
筆
本
『
禁
秘
抄
』
が
、

真
光
院
僧
正
（
恵
山
書
写
本
『
仁
和
寺
諸
院
家
記
』
上
「
真
光
院
」
に
よ
る
と
前
大

僧
正
尊
海
に
比
定
さ
れ
る
。『
仁
和
寺
史
料 

寺
誌
編
（
一
）』
二
二
三
頁
）
か
ら
三
条

西
実
隆
に
贈
ら
れ
て
い
る
。
邦
省
親
王
置
文
も
、
同
様
に
、
真
光
院
を
経
て
三
条
西

家
に
伝
え
ら
れ
た
、
と
考
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
禅
守
に
つ
い
て
は
、
心
蓮

院
本
『
仁
和
寺
諸
院
家
記
』「
真
光
院
」
の
「
前
大
僧
正
禅
守
（
号
宮
僧
正
）」（
奈
良

国
立
文
化
財
研
究
所
編
集
『
仁
和
寺
史
料 

寺
誌
編
（
一
）』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
四

年
三
月
、
一
五
五
頁
）、
恵
山
書
写
本
『
仁
和
寺
諸
院
家
記
』
上
「
真
光
院
」
の
「
前

大
僧
正
禅
守
」（『
仁
和
寺
史
料 

寺
誌
編
（
一
）』
二
二
二
頁
）
を
見
よ
。
な
お
、
顕

証
本
『
仁
和
寺
諸
院
家
記
』「
宝
持
院
」、
同
「
嵯
峨
清
凉
寺
」（『
仁
和
寺
史
料 

寺
誌

編
（
一
）』
三
五
二
頁
、
三
五
七
頁
）
か
ら
、
禅
守
の
日
記
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が

知
ら
れ
る
。

*19　

例
え
ば
、
葉
室
本
『
紹
運
録
』。
宮
内
庁
書
陵
部
編
『
図
書
寮
典
籍
解
題 

歴
史
篇
』

（
奈
良
県
丹
波
市
町
、
養
徳
社
、
昭
和
二
十
五
年
（
一
九
五
〇
）
二
月
）
二
〇
四
頁
。

〔
謝
辞
〕　

所
蔵
史
料
の
閲
覧
と
翻
刻
（
部
分
）
を
許
可
し
て
下
さ
っ
た
前
田
育
徳
会
、

お
よ
び
、
本
稿
の
作
成
に
あ
た
り
様
々
な
御
教
示
・
御
批
正
を
下
さ
っ
た
竹
中
拓
実
氏
、

久
保
木
圭
一
氏
に
、
心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
る
。
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